
昭島市告示第184号

撤去自転車等の保管に関する告示

昭島市自転車等の放置防止等に関する条例(平成 3年昭島市条例第27号)

第12条第 1項の規定に基づき別紙の自転車等を保管したので、同条第2項の

規定により告示する。

なお、当該自転車等は、この告示日の翌日から起算して60日以内に、当該

自転車等の利用者等から請求があれば、所定の手続に従い返還する。

令和 8年 6月 15日

昭島市長白井伸 介



第６号様式（第６条関係）

6/8 ～ 6/13

車種

メーカー名

色 処理日

軽快車 防

R8.6.8 132 ハ

白/黒 告

スポーツ車 防

R8.6.9 133 ハ

緑 告

軽快車 防

R8.6.9 134 ハ

黒 告

スポーツ車 防

R8.6.9 135 ハ

黒 告

ミニサイクル車 防

R8.6.11 136 ハ

緑 告

スポーツ車 防

R8.6.11 137 ハ

黒 告

軽快車 防

R8.6.12 138 ハ

黒 告

防

ハ

告

防

ハ

告

防

ハ

告

処理内容
備考処理経過

整理
番号

撤去場所 所有者氏名 所有者住所

緑町2-24-25

防犯登録番号

撤去駅

無し

東中神駅 北口　③

練馬Ｈ４８７０９

撤去日

車体番号
A23AH05203

車体番号
STTGY08122

車体番号
AZ4AK50838

車体番号
Y240808688

車体番号
YF241204533

車体番号
STTDY04371

車体番号
A17AH43077

南　駅舎下

南　串カツ
田中前

南　駅舎前

大神町4-24

福生Ｈ６１７６１

その他一般

撤去自転車一覧表

拝島町5-4-
20

昭島Ｅ６２２６７

中神駅一般

無し

昭島駅一般

南大沢Ｂ６６９６０

昭島駅一般

昭島Ｅ６３５０９

その他一般

その他一般
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